
令和 7 年度 第１回稲美町石綿飛散事案対策委員会 次第 

 

日時：令和 8 年 1 月 26 日（月）10：00～ 

場所：稲美町役場 305 会議室 

 

１．あ い さ つ 

 

２．委嘱状交付 

 

３．開   会 

 

４．配付資料確認 

  資料１  委員名簿 

  資料２  稲美町石綿飛散事案対策委員会設置要綱 

  資料３  当該事案における在校人数表 

       当該事案に係る工事関係資料（工程表、図面等） 

  資料４  アスベスト含有検査分析結果報告書 

  資料５  石綿飛散再現実験について 

 

５．委員出席状況報告 委員紹介・事務局紹介 【資料１】 

 

６．委員長選出 

 

７．委員長あいさつ 

 

８．議題 

  議題１ 委員会設置要綱について 【資料２】 

       ・委員会目的説明 

・委員会要綱説明 

  議題２ 令和 4 年度稲美町飛散事案に係る工事内容等について報告 【資料３】 

  議題３ これまでに行った飛散事案に関する調査報告 【資料４】 

  議題４ 今後の予定（案）について【資料５】 

  報告１ 本事案のホームページ等での周知（案）について 

 

９．そ の 他 

 

10．閉   会 



稲美町石綿飛散事案対策委員会 委員一覧 

No 委員名 選出母体 職種等 

1 冨田 知靖 アスカ技研株式会社 学識経験者 

2 村山 武彦 東京科学大学 学識経験者 

3 名取 雄司 中皮腫・じん肺・アスベストセンター 医師 

4 小林 清美 稲美町教育支援センター 公認心理師 

5 木村 明宏 母里小学校 稲美町立小学校長 

6 中澤 陽子 天満東小学校 稲美町立小学校長 

    

    

    

    

計６名 

委員会要綱第 3 条による職順、かつ五十音順 
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稲美町教育委員会要綱第 1号 

 

稲美町石綿飛散事案対策委員会設置要綱 

 

(趣旨) 

第 1条 この要綱は、稲美町石綿飛散事案対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び

運営に関して必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事項) 

第 2条 委員会は、令和 4年度に稲美町立小学校において発生した石綿飛散事案(以下「石

綿飛散事案」という。)に関し、次に掲げる事項を調査及び審議する。 

(1) 石綿飛散事案における石綿飛散事実の確認及び検証に関すること。 

(2) 石綿ばく露関係者における石綿関連疾患発症リスクの推定と必要な対策に関する

こと。 

(3) 前号に規定する者に対する相談等に関すること。 

(4) その他、教育委員会が必要と認める事項に関すること。 

(組織) 

第 3条 委員会は、委員 10人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に揚げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 医師 

(3) 公認心理師又は臨床心理士 

(4) 稲美町立小学校長 

(5) その他教育委員会が必要と認める者 

(任期) 

第 4条 委員の任期は、第 9条の規定による報告を行った日までとする。 

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第 5条 委員会に委員長 1人及び副委員長 2人を置く。 

2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。 

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

(会議) 
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第 6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長とな

る。 

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

4 会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得たときは、非公開とす

ることができる。 

5 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ委員長に申し出な

ければならない。 

6 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 

 (意見の聴取) 

第 7条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、

その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

(守秘義務) 

第 8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

2 前条の規定により、会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。 

 (報告) 

第 9 条 委員長は、第 2 条の規定に基づく調査及び審議が終了したときは、教育委員会に

対しその結果について報告を行う。 

 (庶務) 

第 10条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。 

 (補則) 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は委員長が委員

に諮って定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この要綱は、公布の日から施行する。 

(招集の特例) 

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議は、第 6条第 1項の規定にかかわらず、教

育長が招集する。 

 



【資料３】

　　当該事案における在校人数表

母里小学校　在校人数

23日 24日 25日 26日

水(祝日) 木 金 土

1 1 30 0 29 29 0

2 1 21 0 21 21 0

2 2 21 0 21 21 0

3 1 34 0 34 34 0

4 1 33 0 32 33 0

5 1 38 0 37 38 0

6 1 29 0 29 29 0

1 0 1 1 0

2 0 1 1 0

4 0 4 4 0

213 0 209 211 0

29 0 24 23 0

242 0 233 234 0

天満東小学校　在校人数

24日 25日 26日

土 日 月

1 33 0 0 0

2 34 0 0 0

1 31 0 0 0

2 32 0 0 0

1 34 0 0 0

2 33 0 0 0

1 28 0 0 0

2 25 0 0 0

1 29 0 0 0

2 29 0 0 0

1 34 0 0 0

2 33 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

3 0 0 0

389 0 0 0

40 0 0 23

429 0 0 23

学年 組

11月

学年 組 在籍

12月

在籍

合計

児
童
数

計

職員数

わかくさ

こすもす

くすのき
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稲美町立母里小学校エレベーター棟設置に関する工程等 

 

１）設計業務委託（稲美町立母里小学校昇降機棟増築等工事実施設計業務） 

令和３年 ７月２８日 契約締結 

令和３年 ７年２９日 業務着手 

令和４年 ３月３１日 業務完了 

  

２）監理業務委託（稲美町立母里小学校昇降機棟増築等工事監理業務） 

令和４年 ５月３１日 契約締結 

令和４年 ６年 １日 業務着手 

令和５年 ３月２２日 業務完了 

  

３）工事請負（稲美町立母里小学校エレベーター棟設置工事） 

令和４年 ５月２３日 入札（不調） 

令和４年 ６月２３日 入札（不調） 

令和４年 ７月２２日 入札 

令和４年 ７月２８日 契約締結 

令和４年 ７月２９日 着工 

令和４年１１月１２日 内部（廊下）仮囲い設置 

令和４年１１月１７日 昇降機棟足場設置、メッシュシート設置 

令和４年１１月２３日～ 

令和４年１１月２６日 

カッター切り・斫り、ガラ積込み、サッシ撤去、 

床シート撤去、ガラ積込み、片付け清掃 

令和４年１２月１３日 昇降機棟内部足場解体 

令和５年 １月１３日 昇降機棟外部足場解体 

令和５年 ２月 ４日 内部（廊下）仮囲い解体 

令和５年 ３月１４日 工事完成 

  

  

  

  

  

【資料３】 



稲美町立天満東小学校エレベーター棟設置に関する工程等 

 

１）設計業務委託（稲美町立天満東小学校昇降機棟増築等工事実施設計業務） 

令和３年 ７月 ５日 契約締結 

令和３年 ７年 ６日 業務着手 

令和４年 ３月３１日 業務完了 

 

２）監理業務委託（稲美町立天満東小学校昇降機棟増築等工事監理業務） 

令和４年 ５月３１日 契約締結 

令和４年 ６年 １日 業務着手 

令和５年 ３月３１日 業務完了 

  

３）工事請負（稲美町立天満東小学校昇降機棟設置工事） 

令和４年 ５月２３日 入札（不調） 

令和４年 ６月２３日 入札 

令和４年 ３月３１日 業務完了 

令和４年 ７月 ５日 契約締結 

令和４年 ７月 ６日 着工 

令和４年１２月 ９日 昇降機棟足場設置、メッシュシート設置 

令和４年１２月２４日～ 

令和４年１２月２６日 

※２５日は作業無し 

内部（廊下）仮囲い設置、カッター切り、 

サッシ撤去、斫り、ガラ積込み、片付け清掃 

令和５年 ２月１７日 内部（廊下）仮囲い解体 

令和５年 ２月２１日 昇降機棟外部足場解体 

令和５年 ３月１４日 工事完成 
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Administrator
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母里小学校 石綿飛散再現実験について 

①母里小学校の外壁に含まれる石綿の飛散再現実験を実施する。 

・廊下床はアスベスト含有層を触っていないため実施しない。 

②実験は除去業者所有の機材整備用チャンバーを使用し、最大発じん濃度の測定をする。 

・業者ヒアリングにおいて、施工業者の証言と現場監督の記録に一致しない点があった

が、現場監督より直接証言を得ることができなかったため、当時の状況を詳細に再現

することが困難と判断し、最大発じん濃度の測定を実施する。 

③実験計画 

実 験 室 ： 機材整備用チャンバー（メンテナンスルーム） 

巾 3m×長さ 5m×高さ 2.5m内を、巾 1.2m×長さ 5m×高さ 2.5mで区切り 

（区画養生し）、実験室とする。 

 再現作業 ：  

 （発 じ ん） 

分析用試料として採取した下地モルタルより上の塗材 7 層を接着剤で治具に固定し、

カッター切りを想定しサンダーを用いて削る。掃除を模した掃き作業。 

（測  定） 

実験室内で粉じんの様子を見ながら、吸引量を決め測定し、隣室に設置した顕微鏡

を用いて採じん量の確認をする。 

   予備実験も含め 3回程度実施できるようにする。 

    ※再現作業によって周囲にアスベストの飛散が無いことをセキュリティ前及び

集じん排気装置排気口での測定によって確認する。 

  （参 加 者） 

除去業者 4～5名、分析業者（アスカ技研）1名、 

委員：冨田（村山先生、名取先生） 

 （実施時期） 

2026年 3月末まで（2月実施を検討中） 

 外壁　実体顕微鏡 ×20

断面

8層目：モルタル

1層目：塗料

2層目：主材
5層目：塗料

7層目：主材
6層目：主材

（アスベスト含有）

3層目：塗料

4層目：主材

写真．外壁仕上塗材 図．実験室 
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